
●　その他　オプション　

　　　　　＊　Ｓ Ｈ（ネット付） ドア　　（ 上 ・ 下 ２ヶ所　）

＊　電磁ロック装置　　　　　　（ 上 ・ 下 ２ヶ所　）

＊　呼び出し装置 （ 上 ・ 下 ２ヶ所　）

　※ エレベーター構造規格　第３０条の適用を可能にする為に

下記の設備が必要です。

　１．　各階ドアは、１．８ｍ以上の高さにします。

　２．　扉（ドア）ロックは、エレベーターがその階に停止すれば、開ける

　　　　ことが出来るような形式にします。（電磁ロック装置など）

　３．　扉以外の開口部又は昇降路等を、高さ１．８ｍの養生金網で、

　　　　全面を養生します。

 コンパクトロングエレベーター

  ＴＣＬＥ－５００(昇降速度１０ｍ／ｍｉｎ）

　　★　取付例　　東海環状（　土岐　）の作業所

　　　　　１　Ｆ　昇　降　口 　　　　　上　部　出　入　口 　　　　　３　基　設　置　全　体


